
＜再周知＞ 

 

令和３年５月２１日 

 

専攻科生 各位 

函館工業高等専門学校 

学生課学生係 

 

 

令和３年度 授業料減免申請（高専機構独自制度）の受付について（お知らせ） 

 

下記のとおり，受付を行いますので，申請を希望する方は，内容をご理解のうえ，必要書類を

揃えて下記期限までに申請願います。 

 

記 

 

 

（１）受付区分 

    経済的理由による申請 

 

 

（２）申請受付期間 

前期分 令和３年 ６月１４日（月）～ ６月２５日（金） 

後期分 令和３年１０月 １日（金）～１０月 ８日（金） 

        ※後期分の申請は，前期に一括申請が可能です。 

 

 

（３）対象学年 

    専攻科生 

     ※経済的理由により，授業料の納付が困難な場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜提出書類＞ 

 

 1）令和３年度授業料免除申請書 

  

2）家族状況等申告書（「はい」を選択した場合に必要となる書類を含む） 

  

3）所得証明書（市区町村発行） 

※令和３年度分であること。 

※合計所得金額，課税標準額，市民税・県民税額，所得控除の内訳が記載されたもの。 

 

4）住民票（世帯全員分）の写し 

 

 

 

＜参考：学内選考基準＞ 

 

○家計基準 

→本人の属する世帯の総所得金額が，高専機構の定める基準額以下であること。 

※家族構成等により異なります。 

 

目安）４人家族（会社員の父、パート勤務の母、高専生本人、高校生の弟） 

世帯年収 約３５０万円程度 → 全額免除 

世帯年収 約４５０万円程度 → 半額免除 

  

 

※申請を希望する学生は，学生課学生係へ申し出てください。 

家庭状況の聞き取りと，申請書の配付を行います。 

 

 


